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平成２９年第９回邑南町議会定例会（第５日目）会議録 
１．招集年月日   平成２９年１２月４日（平成２９年１１月２８日告示） 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 
３．開   会     平成２９年１２月１５日（金） 午前 ９時３０分 
                       散会  午前１０時４０分 
４．応招議員  
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ４番 和田 文雄 
  ５番 宮田 博  ６番 漆谷 光夫  ７番 大屋 光宏  ８番 中村 昌史 
９番 日野原 利郎 １０番 清水 優文 １１番 辰田 直久 １２番 亀山 和巳 

１３番  石橋 純二 １４番 三上 徹 １５番 山中 康樹   
５．不応招議員  なし 
６．出席議員  １５名 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ４番 和田 文雄 
  ５番 宮田 博  ６番 漆谷 光夫  ７番 大屋 光宏  ８番 中村 昌史 

９番 日野原 利郎 １０番 清水 優文 １１番 辰田 直久 １２番 亀山 和巳 

１３番 石橋 純二 １４番 三上 徹 １５番 山中 康樹   

７．欠席議員   ０名 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
        
８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

職 名 氏  名 職 名 氏  名 職 名 氏  名 
町  長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 服部  導士 
管財課長 朝田 誠司 定住促進課長 三上 直樹 企画財政課長 柳川 修司 
町民課長 種 由美 税務課長 上田 洋文 福祉課長 沖 幹雄 

農林振興課長 植田 弘和 商工観光課長 種 文昭 建設課長 土﨑 由文 
水道課長 川中 栄二 保健課統括課長補佐 上田 郁子 会計課長 渡邊 庸子 

羽須美支所長 服部 勲 瑞穂支所長 川信 学   
教 育 長 土居 達也 学校教育課長 日高 始 生涯学習課長 大橋 覚 

監査委員 森脇 義博 農業委員会長 田中 正規   

９．本会議に職務のため出席した者の氏名 
    議会事務局長 大賀 定  事務局管理監 日高 泉 
１０．町長提出議案の題目  別紙のとおり 
１１．会議録署名議員の氏名 
  議席 氏 名 議席 氏 名 
１２番 亀山 和巳 １３番 石橋 純二 

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 
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平成２９年第９回邑南町議会定例会議事日程（第５号） 
 
 

平成２９年１２月１５日（金）午前９時３０分開議  
 
 
 開議宣告 
 
  議事日程の報告 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
日程第２ 陳情の委員長報告 
 
  陳情第２号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書採択についての陳情 
 
日程第３ 議案の討論、採決 
   

議案第１１８号 邑南町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 
 
議案第１１９号 邑南町介護保険条例の一部改正について 
 
議案第１２０号 指定管理期間の変更について 

   
議案第１２１号 邑南町立保育所条例の廃止について 

   
議案第１２２号 財産の無償譲渡について（邑南町立いわみ西保育所施設） 
 
議案第１２３号 財産の無償譲渡について（邑南町立東保育所施設） 
 
議案第１２４号 財産の無償譲渡について（邑南町立日貫保育所施設） 
 
議案第１２５号 財産の取得について 
 
議案第１２６号 権利の放棄について 
 
議案第１２７号 平成２９年度邑南町一般会計補正予算第７号について 
 
議案第１２８号 平成２９年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号につい

て 
 
議案第１２９号 平成２９年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第２号につ

いて 
 
議案第１３０号 平成２９年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第３号について 
 
議案第１３１号 平成２９年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第２号について 
 
議案第１３２号 平成２９年度邑南町水道事業会計補正予算第１号について 
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日程第４ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
   
  議案第１３３号 指定管理者の指定について 
   
  議案第１３４号 指定管理者の指定について 
 
  議案第１３５号 邑南町職員の給与に関する条例の一部改正について 
 
日程第５ 議会提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
 
 発委第３号 地方の道路整備促進を求める意見書の提出について 

   
日程第６ 閉会中の継続審査・調査の付託 
 
日程第７ 議員派遣について 
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平成２９年第９回 邑南町議会定例会（第５日目）会議録 
【平成２９年１２月１５日（金）】 

―― 午前９時３０分 開議 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

                                    開議宣告 
●議長（山中康樹） おはようございます。定足数に達しておりますので、これより、本日の会 

議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
●議長（山中康樹） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。１２番、亀山議員、１３ 

番、石橋議員、お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第２ 請願の委員長報告 

●議長（山中康樹） 日程第２、陳情の委員長報告を議題といたします。本議会定例会において、 

陳情第２号、日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書採択についての陳情が、総務 

教民常任委員会に付託されております。この審査結果について、委員長の報告を求めます。 

中村 総務教民常任委員長。 

（委員長登壇） 

●中村総務教民常任委員長(中村昌史) 陳情審査の報告をいたします。邑南町議会議長、山中 

康樹様、総務教民常任委員会委員長、中村昌史。陳情審査報告書、本委員会に付託された陳 

情を審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則９３条第１項の規定により報告し 

ます。陳情審査報告について、受理番号、陳情第２号。付託年月日、平成２９年１２月４日。 

件名、日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書採択についての陳情。審査結果、不 

採択。委員会の意見、この陳情は新日本婦人の会邑智支部、支部長、石橋由岐子より、由岐 

子氏より提出されたもので、願意に沿った意見書の提出を求めている。本委員会で審査した 

結果、核兵器は禁止すべきだという陳情の趣旨には全委員が賛同した。しかし、核兵器禁止 

条約に核保有国が参加していないことで、核兵器禁止についての実効性に課題があること。 

核拡散防止条約、包括的核実験禁止条約などの交渉内容との整合性の問題。また、日米安保 

体制下の日本が条約に参加することの立場的矛盾など、現段、現段階で解決すべき問題、す 

べき問題点が多くあり、意見書は提出すべきでないとの認識で一致した。採決の結果、全員 

反対で不採択とした。以上でございます。 

●議長（山中康樹） 以上で、委員長報告は終了いたしました。委員長報告に対する質疑はあり 

ませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、質疑を終了いたします。 
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（委員長降壇） 

●議長（山中康樹） これより、討論に入ります。本件に対する委員長の報告は不採択です。し 

たがって、討論は、原案である陳情第２号に対する賛成討論から始め、反対討論、賛成討論 

と交互に行います。始めに、陳情第２号への賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（山中康樹） 反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。本件に対す 

る委員長報告は不採択とすべきものであります。したがって、原案については、原案につい 

て採決いたします。陳情第２号、日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書採択につ 

いての陳情を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、賛成なし。したがって、陳情第２号、日本政府に核兵器禁止条約 

の調印を求める意見書採択についての陳情につきましては、不採択とすることに決定をいた 

しました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第３ 議案の討論・採決 

●議長（山中康樹） 日程第３、議案の討論、採決。これより、議案の討論、採決に入ります。 

討論は、反対討論から始め、賛成討論、反対討論と交互に行います。始めに、議案第１１ 

８号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１１ 

８号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１１８号、邑南町職員の育児休業等 
に関する条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、 

議案第１１９号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１１ 

９号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１１９号、邑南町介護保険条例の一 
部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１２０号に 

対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 
●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

０号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２０号、指定管理期間の変更につ 

きましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１２１号に対する討論 

に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

１号に賛成の方の挙手を求めます 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２１号、邑南町立保育所条例の廃 
止につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１２２号に対す 

る討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

２号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２２号、財産の無償譲渡につきま 

しては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１２３号の、に対する討論 

に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

３号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２３号、財産の無償譲渡につきま 

しては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１２４号に対する討論に入 

ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 
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●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

４号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２４号、財産の無償譲渡につきま 

しては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１２５号に対する討論に入 

ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

５号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２５号、財産の取得につきまして 

は、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１２６号に対する討論に入りま 

す。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

６号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２６号、権利の放棄につきまして 

は、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１２７号に対する討論に入りま 

す。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

７号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２７号、平成２９年度邑南町一般 
会計補正予算第７号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案 

第１２８号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

８号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２８号、平成２９年度邑南町国民 
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健康保険事業特別会計補正予算第３号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

続きまして、議案第１２９号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１２ 

９号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１２９号、平成２９年度邑南町後期 
高齢者医療事業特別会計補正予算第２号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 
続きまして、議案第１３０号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１３ 

０号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３０号、平成２９年度邑南町下水 
道事業特別会計補正予算第３号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きま 

して、議案第１３１号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１３ 

１号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３１号、平成２９年度邑南町電気 
通信事業特別会計補正予算第２号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続き 

まして、議案第１３２号に対する討論に入ります。始めに、反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１３ 

２号に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３２号、平成２９年度邑南町水道 
事業会計補正予算第１号につきましては、原案のとおり決定をいたしました 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第４ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
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●議長（山中康樹） 日程第４、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。町長から、 

議案第１３３号、指定管理者の指定について、議案第１３４号、指定管理者の指定について、 

議案第１３５号、邑南町職員の給与に関する条例の一部改正について、以上３議案が提出さ 

れましたので、これを議題といたします。提出者から、提案理由の説明を求めます。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） ええ、議案第１３３号から議案第１３４号までの提案理由をご説明

申し上げます。まず、議案第１３３号、邑南町いこいの村しまね等の指定管理者を株式会

社雲海に指定しようとするものでございます。次に議案第１３４号、邑南町香木の森公園

総合案内施設の指定管理者を一般社団法人食と農人材育成センターに指定しようとする

ものでございます。以上、詳細につきましては、商工観光課長から説明をさせますのでよ

ろしくお願いいたします。 

●商工観光課長（種文昭） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 種商工観光課長。 

●商工観光課長（種文昭） 議案第１３３号から議案第１３４号についてご説明申し上げま 

す。まず、議案第１３３号、指定管理者の指定についてでございますが、邑南町いこいの 

村しまね等の指定管理につきましては、指定管理者の公募を行った結果、２団体から応募 

がございました。事業提案を受けて選定委員会で選定した結果を庁議に諮り、指定管理者 

の候補を最終決定し、本日提案させていただくものでございます。指定管理者を指定する 

公の施設でございますが、まず、邑南町いこいの村しまね、次に香木の森公園内のバンガ 

ロー、次にいわみ温泉活用施設、これは霧の湯でございます。次に邑南町農林漁業体験施 

設、これは香遊館とレストラン彩でございます。次に指定管理者となる団体の名称でござ 

いますが、株式会社雲海、この団体を指定管理者候補として提案させていただきます。指 

定管理者となる団体の所在は、邑南町高水２，４６７番地１０でございます。指定の期間 

は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日の５年間でございます。以上、地方自 

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に議案第１３４号、指定管理者の指定についてでございますが、邑南町香木の森公園 

総合案内施設の指定管理につきましては、同じく指定管理者の公募を行った結果、１団体 

から応募がございました。事業提案を受けて選定委員会で選定した結果を庁議に諮り、指 

定管理者の候補として最終決定し、本日提案させていただくものでございます。指定管理 

者を指定する公の施設でございますが、香木の森公園内の総合案内施設、これは香夢里で 

ございます。次に指定管理者となる団体の名称でございますが、一般社団法人食と農人材 

育成センター、この団体を指定管理者候補として提案させていただきます。指定管理者と 

なる団体の所在は、邑南町日和１，０１９番地３でございます。指定期間は、平成３０年 

４月１日から平成３５年３月３１日の５年間でございます。以上、地方自治法第２４４条 

の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたし 

ます。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治） ええ、議案第１３５号、邑南町職員の給与に関する条例の一部改正

についてでございますが、これは国の人事院勧告に伴う改正でございます。ええ、詳細に

つきましては、総務課長から説明をさせますのでよろしくお願いいたします。 

●総務課長（服部導士） 番外。 
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●議長（山中康樹） 服部総務課長。 

●総務課長（服部導士） 議案第１３５号、邑南町職員の給与に関する条例の一部改正につい 

てご説明いたします。この度の改正は、人事院勧告に基づき給料、手当などを改正するも 

のでございます。なお、今回の改正においては、施行日の違いから第１条と第２条に分け 

ております。第１条は人事院勧告の改正について、第２条は一時金の計算を１２月１日と 

しているため、通常の６月と１２月に戻すための改正です。まず、改正文をご覧いただき 

ますと、はじめに第１条が、そして１２枚めくっていただいたところに、ええ、給与表の 

下に第２条がございます。給与表の下に第２条がございます。そして、もう１枚めくって 

いただいたところに附則をご覧いただきたいと思います。 

まず、第１項が施行日について、第１条は公布の日から、第２条は平成３０年４月１日 

としております。第２項が第１条の施行、適用日について、ええ、給料表に関する部分は 

平成２９年４月１日とし、一時金に関する部分は平成２９年１２月１日としております。 

第３項については、これまで支給した給与は、改正後の給与の内払いとするための規定で 

ございます。それでは１枚めくっていただいたところに、新旧対照表がございますのでご 

覧いただきたいと思います。ええ、まず第１条分で、適用が平成２９年４月１日と平成２ 

９年１２月１日に関するものでございます。まず、第９条の初任給調整手当ですが、第１ 

号で医師の月額を５００円増額し、４１４，３００円に、第２号で欠員の補充が困難な職 

の月額を１００円増額し、５０，７００円にしております。次に第２０条の勤勉手当です 

が、１枚めくっていただき第２項第１号は、正規職員の率を０．１月分の加算で１００分 

の９５に、第２号では再任用職員の率を０．０５月分加算で１００分の４７．５に改正し 

ております。次に附則ですが、以下について今回新たに追加をしております。この度の人 

事院勧告は、平成２８年に実施した給料表の総合的見直しにより、引き続き現級補償を受 

けているものがおりまして、これらの調整を行う必要があり行うものでございます。まず、 

第１５項ですが、現在現級補償を受けているもので、給料表の改正後も引き続き現級補償 

を受けるものであって、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間、給料表 

の改正前と改正後の差額を支給するとしております。なお、条文中段にございます黒丸で 

ございますけれども、ええ、この改正条文、条例を交付する際に付与する条例番号でござ 

いまして、交付の時番号に入れ替えます。次のページの第１６項ですが、同じく現在現級 

補償を受けているもので、給料表の改正により平成２９年４月１日、あるいは平成３０年 

１月１日から現級補償を受けなくなるものについては、平成２９年４月１日から同年１２ 

月３１日までの間、給料表の改正前と改正後の差額を支給することとしております。次の 

別表第１は、国の給料表に応じた給料表の改正となっております。 

続いて１１枚めくっていただき、第２条に関するものでございます。お手元のたぶん最 

終ページになろうかと思います。ええ、この第２条が施行日を平成３０年４月１日とする 

ものでございます。第２０条の勤勉手当につきましては、前にご説明いたしました人事院 

勧告による勤勉手当の０．１月分の加算について、全て１２月支給として処理することと 

しておりましたので、来年度以降６月と１２月に振り分ける必要がありまして改正するも 

のです。第２項第１号は正規職員の率を１００分の９０に、第２号は再任用職員の率を１ 

００分の４５に改正をしております。以上、邑南町職員の給与に関する条例の一部改正に 

ついて、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

●議長（山中康樹） 以上で、提出者からの提案理由の説明は終了しました。これより、質疑 

に入ります。始めに、議案第１３３号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

●亀山議員(亀山和巳) 議長。 
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●議長（山中康樹） １２番、亀山議員。 

●亀山議員(亀山和巳) ええ、いこいの村ほか、この指定管理につきましては、ええ、今年 

の早い時期ですか、食中毒が発生した時、いろいろとこの会社の経営の内部的なものが指 

摘されたところであります。過去にはこのいこいの村の指定管理は、公募によらず指名指 

定ということであったんですが、この度あえて公募して、あの指定管理を、先を選定され 

ました。これが、この継続して株式会社雲海に決められた理由として、ああ、この年の初 

めに出てきました、あの、その会社の従業員に対する処遇であるとか、それと、ええと、 

内部留保金をその施設の修繕に充てるためということも聞いておりましたが町がその施 

設を修繕するところと会社が修繕するところと、その縦分けもこの度の計画書並びに運営 

方針が出る中で、ああ、従業員の処遇と修繕のことにつきましてもしっかりした解決策が 

できておると理解して指定されたのかというところをお伺いいたします。 

●商工観光課長（種文昭） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 種商工観光課長。 

●商工観光課長（種文昭） ええ、この度の公募にあたりまして、ええ、処遇改善でございま 

すが、ええ、株式会社雲海さんの方で役員体制を強化されて、その人事担当の役員さんも 

おられまして、処遇改善はすでに進められております。ええ、修繕に関することでござい 

ますが、これまでどおり修繕は、ああ、２０万、２０万までは指定管理先、それ以上は町 

がという協定でございまして同じくその提案がございました。 

●亀山議員(亀山和巳) 議長。 

●議長（山中康樹） 亀山議員。 

●亀山議員(亀山和巳) はい、その提案があって、それはしっかり、あのぉ、実行されるも 

のと審査会の方では理解されて指定されたものかどうかというところをお伺いいたしま 

す。 

●商工観光課長（種文昭） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 種商工観光課長。 

●商工観光課長（種文昭） ええ、提案の中で修繕箇所を年次計画で修繕していくというしっ

かりした計画を出されておりますので、そこはそのように選定委員会の中で理解しました。 

●亀山議員(亀山和巳) 議長。 

●議長（山中康樹） 亀山議員。 

●亀山議員(亀山和巳) はい、従業員の処遇についての計画書についてはどうでしょうか。 

●商工観光課長（種文昭） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 種商工観光課長。 

●商工観光課長（種文昭） ええ、先ほど申しましたように処遇改善についても、この４月か 

らすでにそれは取り組まれておりまして、そのことも計画の中に盛り込まれております。 

●議長（山中康樹） ほかには無いでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３３号に対する質疑を終わります。続きま 

して、議案第１３４号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３４号に対する質疑に、を終わります。続 

きまして、議案第１３５号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３５号に対する質疑を終わります。これよ 

り、議案の討論・採決に入ります。討論は、反対討論から始め、賛成討論、反対討論と交 
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互に行います。始めに、議案第１３３号に対する反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１ 

３３号に賛成の方の挙手を求めます。 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３３号、指定管理者の指定につ 

きましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１３４号に対する質 

疑に入ります。討論に、ええ、議案第１３４号に、反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１ 

３４号に賛成の方の挙手を求めます。 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３４号、指定管理者の指定につ 

きましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第１３５号に対する反 

対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１ 

３５号に賛成の方の挙手を求めます。 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３５号、邑南町職員の給与に関す 

る条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

●議長（山中康樹） ここで、暫時休憩といたします。 
―― 午前１０時０３分 休憩 ―― 
―― 午前１０時０４分 再開 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
追加日程第１ 町長提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

●議長（山中康樹） 再開をいたします。ただいま、町長から、議案第１３６号、議案第１３ 

７号、議案第１３８号、議案第１３９号が提出をされました。これを日程に追加し、追加 

日程第１として、議題にしたいと思います。これに異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３６号から議案第１３９号 

までを日程に追加し、追加日程第１として、議題とすることに決定をいたしました。追加 

日程第１、議案第１３６号、平成２９年度邑南町一般会計補正予算第８号について、議案 

第１３７号、平成２９年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号について、議 

案第１３８号、平成２９年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第３号 

について、議案第１３９号、平成２９年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号につ 

いて、以上４議案を議題といたします。提出者から、提案理由の説明を求めます。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 石橋町長。 
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●石橋町長（石橋良治） ええ、議案第１３６号から第１３９号までの提案理由をご説明申し 

上げます。議案第１３６号、平成２９年度邑南町一般会計補正予算第８号は、歳入歳出そ 

れぞれ１千８８万３千円追加するものでございます。議案第１３７号、平成２９年度邑南 

町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号は、歳入歳出それぞれ２７万８千円追加する 

ものでございます。議案第１３８号、平成２９年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特 

別会計補正予算第３号は、歳入歳出それぞれ９万４千円追加するものでございます。議案 

第１３９号、平成２９年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号は、歳入歳出それぞ 

れ３８万３千円追加するものでございます。以上、詳細につきましては、企画財政課長か 

ら説明をさせますのでよろしくお願いいたします。 

●企画財政課長 議長、番外。 

●議長（山中康樹） 柳川企画財政課長。 

●企画財政課長 議案第１３６号から議案第１３９号までのご説明を申しあげます。今回の 

補正は、人件費を計上しております全会計において本年の人事院勧告によります、勤勉手 

当０．１ヶ月分の改定及び給与の改定が本年４月にさかのぼって適用されるための増額並 

びに一般会計において特別職報酬等審議会開催に伴う報酬及び費用弁償を増額するもの 

でございます。４議案ございます。 

それではまず議案第１３６号、平成２９年度邑南町一般会計補正予算第８号についてご 

説明申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入歳出予算の補正で 

ございますが、歳入歳出それぞれ１千８８万３千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の 

総額を１１８億４千７８７万５千円とするものでございます。詳細につきましては、予算 

に関する説明書の事項別明細書で説明させていただきます。予算に関する説明書の４ペー 

ジをお開きください。はじめに、歳入でございます。１７款繰入金２項基金繰入金でござ 

います。財政調整基金の繰入金を１千８８万３千円の増額とするものでございます。６ペ 

ージをお開きください。歳出でございます。１款議会費１項議会費から２款総務費３項戸 

籍住民基本台帳費までそれぞれ職員給与費を増額とするものです。なお、２款総務費１項 

総務管理費の１目一般管理費では０２９特別職報酬等審議会費として、特別職報酬等審議 

会を開催するための報酬及び旅費を４万５千円の増額とするものです。８ページをお開き 

ください。３款民生費１項社会福祉費から４款衛生費１項保健衛生費までそれぞれ職員給 

与費を増額とするものです。なお、３款民生費１項社会福祉費の１目社会福祉総務費では 

００５国民健康保険事業特別会計繰出金を２７万８千円の増額と、４款衛生費１項保健衛 

生費の１目保健衛生総務費では００５下水道事業特別会計繰出金（生活排水等）を６万２ 

千円の増額と、同じく１目保健衛生総務費では００６直営診療所事業特別会計繰出金を９ 

万４千円の増額とするものでございます。１０ページをお開きください。同じく４款衛生 

費１項保健衛生費から６款農林水産業費２項林業費までそれぞれ職員給与費を増額とす 

るものです。なお、６款農林水産業費１項農業費の５目農地費では００６下水道事業特別 

会計繰出金（農業集落排水）を８万円の増額とするものでございます。１２ページをお開 

きください。７款商工費１項商工費から８款土木費２項道路橋りょう費までそれぞれ職員 

給与費を増額とするものです。なお、８款土木費１項土木管理費の３目下水道費では００ 

１下水道事業特別会計繰出金（特定環境保全公共下水道）を２４万１千円の増額とするも 

のでございます。１４ページをお開きください。８款土木費４項住宅費から１０款教育費 

２項小学校費までそれぞれ職員給与費を増額とするものです。１６ページをお開きくださ

い。同じく１０款教育費２項小学校費から１０款教育費４項社会教育費までそれぞれ職員

給与費を増額とするものです。一般会計は以上でございます。 

続きまして、議案第１３７号、平成２９年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算 
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第４号でございます。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入歳出予算の補正 

でございますが、歳入歳出それぞれ２７万８千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総 

額を１７億２千３２１万７千円とするものでございます。詳細につきましては、予算に関 

する説明書の事項別明細書で説明させていただきます。予算に関する説明書の４ページを 

お開きください。はじめに、歳入でございます。先ほど一般会計の歳出でご説明いたしま 

した一般会計繰出金、こちらのほうでは一般会計繰入金でございますが２７万８千円の増 

額とするものでございます。６ページをお開きください。歳出でございます。１款総務費 

１項総務管理費の職員給与費を２７万８千円の増額とするものです。続きまして議案第１ 

３８号、平成２９年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第３号でござ 

います。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入歳出予算の補正でございます 

が、歳入歳出それぞれ９万４千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を５千９３３ 

万３千円とするものでございます。詳細につきましては、予算に関する説明書の事項別明 

細書で説明させていただきます。予算に関する説明書の４ページをお開きください。はじ 

めに、歳入でございます。先ほど一般会計の歳出でご説明いたしました一般会計繰出金、 

こちらのほうでは一般会計繰入金でございますが９万４千円の増額とするものでござい 

ます。６ページをお開きください。歳出でございます。１款総務費１項施設管理費の職員 

給与費を９万４千円の増額とするものです。 

続きまして議案第１３９号、平成２９年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第４号で 

ございます。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入歳出予算の補正でござい 

ますが、歳入歳出それぞれ３８万３千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を８億 

６千３３２万４千円とするものでございます。詳細につきましては、予算に関する説明書 

の事項別明細書で説明させていただきます。予算に関する説明書の４ページをお開きくだ 

さい。はじめに、歳入でございます。先ほど一般会計の歳出でご説明いたしました一般会 

計繰出金、こちらのほうでは一般会計繰入金でございますが３８万３千円の増額とするも 

のでございます。６ページをお開きください。歳出でございます。１款衛生費１項清掃費 

から３款土木費１項下水道費までそれぞれ職員給与費を増額とするものです。以上、４議 

案について地方自治法第９６条第１項の規定によりまして議会の議決を求めるものでご 

ざいます。よろしくお願いします。 

●議長（山中康樹） 以上で、提出者からの提案理由の説明は終了しました。これより、質疑 

に入ります。質疑につきましては、歳入、歳出全般にわたっての質疑とさせていただきま 

す。質疑の際は、あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いい 

たします。始めに、議案第１３６号に対する質疑に入ります質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３６号に対する質疑を終わります。続きま 

して、議案第１３７号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３７号に対する質疑を終わります。続きま 

して、議案第１３８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３８号に対する質疑を終わります。続きま 

して、議案第１３９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第１３９号に対する質疑を終わります。これよ 

り、議案の討論・採決に入ります。討論は反対討論から始め、賛成討論、反対討論と交互 
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に行います。始めに、議案第１３６号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１ 

３６号に賛成の方の挙手を求めます。 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３６号、平成２９年度邑南町一 

般会計補正予算第８号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。続きまして、 

議案第１３７号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１ 

３７号に賛成の方の挙手を求めます。 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３７号、平成２９年度邑南町国 

民健康保険事業特別会計補正予算第４号につきましては、原案のとおり決定をいたしまし 

た。続きまして、議案第１３８号に対する討論に入ります。反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようでございますので、討論を終わり、これより採決に入ります。      

議案第１３８号に賛成の方の挙手を求めます。 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３８号、平成２９年度邑南町国 

民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第３号につきましては、原案のとおり決定を 

いたしました。続きまして、議案第１３９号に対する討論に入ります。反対討論はありま 

せんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第１ 

３９号に賛成の方の挙手を求めます。 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第１３９号、平成２９年度邑南町下 

水道事業特別会計補正予算第４号につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第５ 議会提出議案の上程・説明・質疑・討論・採決 

●議長（山中康樹） 日程第５、議会提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。 

 発委第３号、地方の道路整備促進を求める意見書の提出について、を議題といたします。 

 提出者からの説明を求めます。日野原、産業建設常任委員長。 

（委員長登壇） 

●日野原産業建設常任委員長(日野原利郎) 発委第３号、邑南町議会議長山中康樹様、提出者、 

産業建設常任委員会委員長、日野原利郎。地方の道路整備促進を求める意見書の提出につい 
て、上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第３項の規定により提出します。提案理 
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由ですが、通常、地方自治体が行う道路整備におきましては、国の負担又は補助に割合は二 
分の一というようにされておりますけども、国民の安全、安心、安全の確保や生産性の向上 
等による成長力の強化などのため、道路整備に関し国の負担又は補助の割合について、道路 
整備事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律第２条で、平成２０年度以降十年間にお 
いて地方公共団体に対する道路の舗装、その他の改築に関する国の負担又は補助の割合につ 
いては、道路法及び土地区画整理法の規定にかかわらず、十分の七以内の範囲で政令で定め 
ることができるとされましてこれまで運用されてきております。このようにこの特例措置は、 
平成２９年度末までの時限措置であり、地方の道路整備のため平成３０年度以降も引き続き 
継続されることを求めるため、関係機関に意見書を提出しようとするものであります。それ 
では意見書案の方を朗読をさせていただきます。 

  地方の道路整備促進を求める意見書。道路は、住民生活や経済・社会活動を支える最も 

基礎的な社会資本であり、少子・高齢化が進行する中、地域の自立・競争力の強化を図る 

ためには、地方が必要とする道路を計画的且つ迅速に進める必要がある。平成２８年５月、 

町内の主要地方道で、斜面より発生した落石が通行する自動車を直撃し、助手席の尊い命 

が失われる痛ましい事故が発生した。山間部の中高地に位置する邑南町は、落石の危険箇 

所も多く、利用者の安全確保、落石事故の再発防止のため落石対策を図ることが喫緊の課 

題となっている。また、当町は、平成の合併により広域化したため、地域の潜在力を真の 

地域振興に活かしていくには、広域道路ネットワークの構築が極めて重要と考える。さら 

に、中国山地の豪雪地帯に位置するため、冬期における生活道路の確保など多くの課題を 

抱えており、交流と暮らしを支える利便性の高いまちの実現のため行政と一丸となって努 

力している。こうした中、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律により 

道路事業や交付金事業の補助率が嵩上げされているが、この特別措置は平成２９年度末ま 

での時限措置となっており、平成３０年度から地方負担が増加することは、自主財源に乏 

しい地方にとって死活問題である。地方の安全安心な生活の確保と定住人口の増加、地域 

活力の向上に資するため、補助率嵩上げ措置を平成３０年度以降も継続するとともに、必 

要な道路整備が長期安定的に進められるよう道路関係予算の総額を確保することを強く 

要望する。以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。平成２９年１２月 

１５日、邑南町、島根県邑南町議会。提出先でございますが、大島理森、衆議院議長。伊 

達忠一、参議院議長。安倍晋三、内閣総理大臣。野田聖子、総務大臣。麻生太郎、財務大 

臣。石井啓一、国土交通大臣。以上のところに提出しようとするものです。議員各位の賛 

同をお願いいたします。 

●議長（山中康樹） 以上で、提出者からの説明は終了しました。これより、発委３号に対す 

る質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、発委第３号に対する質疑を終わります。 

（委員長降壇） 

●議長（山中康樹） これより、討論に入ります。討論は、反対討論、賛成討論と交互に行いま 

す。始めに、発委第３号への反対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 
●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。発委第３号 

に賛成の方の挙手を求めます。 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、発委第３号、地方の道路整備促進を求める 
意見書の提出につきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第６ 閉会中の継続審査・調査の付託 

●議長（山中康樹） 日程第６、閉会中の継続審査、調査の付託について、を議題といたします。 
各委員長よりお手元に配付しておりますとおり、閉会中の継続審査、調査の申し出がありま 

した。お諮りをいたします。各委員長の申し出のとおり、これを閉会中の継続審査、調査に 

付することにご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、各委員長の申し出のとおり、これを閉 

会中の継続審査、調査に付することに決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第７ 議員派遣について 
●議長（山中康樹） 日程第７、議員派遣について、を議題といたします。お諮りをいたします。 

邑南町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配布のとおり、議員を派遣したいと 

存じます。これに、ご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、お手元に配布の 

とおり、議員を派遣することに決定をいたしました。 
～～～～～～～○～～～～～～～ 

閉会宣告 
●議長（山中康樹） 以上で、本定例会に付議されました案件は、全て議了いたしました。お諮 

りをいたします。本定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、本日をもっ 

て閉会といたしたいと思います。これにご異議はございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日をもって閉会すること 

に決定をいたしました。以上をもちまして、本日の会議を閉じます。町長よりご挨拶がござ 

います。 

●石橋町長（石橋良治） はい、議長。 

●議長（山中康樹） はい。 

●石橋町長（石橋良治） 議長からお許しをいただきましてので、ええ、年末ということで、今 

年を振り返って皆さん方にお礼も兼ねてご挨拶をいたしたいというふうに思います。まあ、 
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今年は災害も無く、大きな問題もそうそう無く、まあ、平穏な年であったかなというふうに 

まあ思っています。特にあのぉ、地区別戦略では各地区ともああいうふうに大変活発になっ 

てきたっていう実態がございますし、それから農業問題でも、まあ、米については前年より 

も一等米比率も上がり、値段の方もそこそこ落ち着いているということもございます。ええ、 

そういう意味でマスコミにいろいろと邑南町が出て町内外にアピールすることもできまし 

たし、そういったこともあって今年の２月にはふるさとづくり大賞というものを、まあ、総 

務大臣からいただき、そして１１月１日には地方自治法制定７０周年を記念して、天皇皇后 

両陛下ご臨席のもとに邑南町も表彰されたということもあって、まあ、非常にまあ順調な年 

ではなかったかなというふうに総じて思います。ええ、いよいよあの、平成３０年度の税制 

改正大綱が固まったわけでありますが、ええ、皆さん方からいろんな事業について注文もあ 

って、その財源をどう確保するかということについては、邑南町のみならず地方は大変苦慮 

している訳であります。まあ、先ほども道路の問題についても意見書を出されました。ほん 

とにあのぉ、道路財源というものが特定財源が無くなったおかげで非常にまあ乏しくなって 

きたという実態があるということであります。ええ、地方の財源についても国は総務省を中 

心に、とにかく一般財源総額というものは必ず確保するということでございます。これはこ 

れで非常に安心はした訳でありますが、一方地方交付税については、地方の税収も増えてい 

るということもあって、ええ、今年よりもマイナス３千億円というようなことが今言われて 

おります。しかし、地方交付税というのは我々にとっては命綱でありますので、その穴埋め 

を臨時財政対策債でなんとかしようということでございますが、これはまあ、財務省が非常 

に嫌って訳でございます。まあ、そういうようなことがまた年明けから財務省とのそうした 

やりとりが始まってくるんだろうと思いますが、なんとしても地方交付税は確保してもらわ 

なきゃ困るというふうに思っている訳であります。 

ええ、そしてまあ、税制改正大綱の中で邑南町議会も意見書等をして出された森林環境税 

がいよいよ日の目を見ることが相成りました。これはあのぉ、振り返ってみますと、２０年 

来の市町村の悲願でございまして、やっぱり山が整備されないと全ての問題が出てくるとい 

うことがずっとこう言われてきた訳でありますが、これがそういうことになってくるという 

ことでございます。ええ、当初は３１年度ぐらいから、これが実行されるんではないかとい 

うふうに思っておりましたけども、まあ、消費税が１０％に上がるという問題もあるし、え 

え、それから平成３５年度まで東北の大震災の復興税が今年間一人あたり千円国民に加算さ 

れているということもあって、ええ、まあそういった事情もあって、この森林環境税そのも 

のは平成３６年度から実施されるということでございます。ええ、じゃあその間どうするか 

ということについては、当然国の方は議論をされてきた訳でありますが、今私が承知してお 

りますのは、３１年度から３５年度まで、森林環境譲与税というようなものを創設して市町 

村と都道府県に配分するということがどうも固まってきたということを聞いております。え 

え、その額でありますが、その３１年度から３５年度までの６年間の内、その半分３年間は 
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毎年２００億円、これを都道県が約１割から２割、残りの９割から８割は市町村へというこ 

とが３年間続き、残りの３年間は３００億円というものが、配分するというようなことを聞 

いております。まあ、いずれにしても、まあ、そうしたものを財源としながらしっかり森林 

整備をやっていくということになる訳であります。ええ、まあ、新整備については非常に財 

源が乏しい中でこうしたものが民有林面積に応じて配分されるということになっておりま 

すので、邑南町でもそうしたことをしっかり受けて体制づくりをして森林整備をやっていき 

たいとまあいうふうに思っております。また、税制改正大綱の中でいわゆる地方消費税の問 

題もずっと議論されてきた訳でありますが、従来は消費地に対して手厚く配分をされており 

ましたけども、これをまあ人口比も入れて５０％、５０％で地方の方にも手厚く配分すると 

いうことになったようでございます。そうしますと、大都市である東京は約１千億円、大阪 

は約百億円、こうしたものが減収になる訳でありますが、そうした反対意見もあったと思い 

ますけども、それを抑えてそういう配分になるということでございます。ええ、少しでもそ 

うしたものが地方に配分されて、我々の生活が豊かになり予算も組みやすくなることを願っ 

ている訳であります。 

ええ、それから道路の問題でありますけども、これはまだ議論今からされるんでありまし 

ょうが、高速道路がなかなか延びないっていう問題もあったりして、ええ、今の無料道路が

かなりまあ全国的にある訳であります。これをあのぉ、今後の維持メンテナンスも当然出て

くる訳でございますので、無料区間についても、たとえば尾道松江線がある訳でありますが、

有料にしようというような動きがどうもあるようでございます。やはり利用いただく方には

しっかりいただくということが、まあ、本当に必要なのかなというふうに私も思います。え

え、それから合区の問題でありますが、これは本当に大変な問題でございまして、特に政府

与党の自民党については完全に集約している訳でありますが、憲法改正の中で合区を解消し

ていこうということでございます。ただ、公明党さんが非常にこれはあのぉ、強く反対して

いるということでまだその辺が大きな問題として残っている訳でありますが、私もこの議会

が終わって１９日にまた上京して当面今困っている高知、徳島、島根、鳥取の町村会長が４

人集まって、参議院の方へ伺ってしっかり意見を申し述べていこうとまあいうふうに思って

いる訳であります。ただ、いずれにしてもこれがあのぉ、国会議員さん、対象の国会議員さ

ん等々が動いても、これは我がことの問題だということでなかなか理解得られないという問

題もある訳でございまして、今後は年明け、地方６団体でこれはこぞって反対すると、まあ

そうした形で全国規模の大集会をやろうというような計画をまあしております。是非皆さん

方もそういう意味では積極的に参加をいただきたいなあとまあいうふうに思っております。

まあ、いずれにしても私も全国町村会の会長代行という立場になりましたので、今年一年、

ええ、政府と地方のもろもろの協議の場にも出さしていただいたり、あるいは地方を守る国

会議員さん多数おられますので、そうした会にも出さしていただいたりして意見交換もずい

ぶんやってきたということで、私自身も充実した年でございました。ええ、来年はどういう
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年になるか想像もつく訳でありますが、当面は三江線の問題でございまして、廃止に伴う代

替交通をスムーズに運行につなげるというところが一点と、それに伴ってその資産活用をど

うするかということが当面の大きな課題として残っております。ええ、まずは議員の皆さん

方にもいろんなご指導をいただきながら、来年もいい年になるように頑張っていきますので

よろしくお願いしたいというふうに思います。本当に今回ありがとうございました。 

●議長（山中康樹） ええ、議長として３回の定例会、この議会を大過なく終わらしていただき 

ましたのも、議員各位の皆様方をはじめ、執行部の皆様方のご協力をいただきましたことに 

誠にお礼を申し上げます。本日をもちまして、１２月定例議会終了いたしました。ええ、本 

年度よほどの事案が出ない限りは本会議は開催はされないと思っております。しかしながら、 

議員各位には各事務組合、又しごとづくりセンターオープン、そしてまた三江線の活用など、 

年末にはまだ職責が残っておるところでございます。平成３０年度、議会、執行部と共に適 

度な緊張を持ちながら持続可能な邑南町が推進できますように念じまして、本年度のお礼を 

申し上げます。大変ありがとうございました。 

●議長（山中康樹） ええ、以上をもちまして、平成２９年第９回邑南町議会定例会を閉会とい 

たします。 
―― 午前１０時４０分 閉会 ―― 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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